
『
下

鴨
社
家
日
記
』

に

-

延
宝
期
を
中
心
に
ー

み
る
賀
茂
伝
奏
と
下
鴨
社
惣
代岸

本

香

織

r下鴨社家日記』Y'み る賀茂伝奏 と下鴨社惣代

は
　

じ
　

め
　

に

　
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵

『
下
鴨
社
家
日
記
』　
(
以
下
、　

『
田
中
家
日
記
』

と
称
す
。)
は
延
宝
六
年

(
一
六
七
八
)

か
ら

明
治

二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
に

か
け
て
、
全
二
百
十
八
冊
に
及
ぶ
。
こ
の
内
の
約
六
割
に
当
る
、
慶
応
四
年

(
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

八
六
八
)
ま
で
の
百
三
十
七
冊
が
江
戸
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
賀
茂
伝
奏
の
活
動
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
と
思
わ

れ
る
延
宝
六
年

・
同
七
年

(
一
六
七
八

・
七
九
)
の
日
記
を
軸
と
し
て
、
こ
の
間

に
お
け
る
賀
茂
伝
奏
の
動
向
に
迫
り
た
い
。

　
両
年
の
賀
茂
伝
奏
に
関
す
る
記
事
は
繁
雑
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
、
日
記

に
伝
奏
の
名
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
理
由
と
し
て
先
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
延

宝
七
年
に
賀
茂
社
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
、
延
宝

六
年
六
月
に
は
東
福
門
院
和
子
が
薨
去
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
朝
廷
と
賀

茂
両
社
間
で
の
伝
達
の
必
要
が
多
く
発
生

し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

　
こ
の
両
年
の

『
田
中
家
日
記
』
と
同
時
期
の
日
記
と
し
て
下
鴨
社
正
祝
、
鴨
脚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

春
光
の

「春
光
日
次
」
・
「造
営
記
」
が
伝
来
し
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、

賀
茂
伝
奏
関
係
記
事
を
含
む
割
合
は
、
や
は
り
後
者
の
方
が
明
ら
か
に
多
く
、
特

に
造
営
遷
宮
に
つ
い
て
の
や
り
と
り
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
鴨
脚

春
光
が
当
時
下
鴨
社
正
祝
で
あ

っ
た
た
め
、
田
中
家
に
比
べ
て
、
伝
奏
と
直
接
関

わ
る
事
が
多
か
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、　
『
田
中
家
日
記
』
に
も
、
鴨
脚
家

の
日
記
と
は
別
の
視
点
で
の

賀
茂
伝
奏
と
の
関
わ
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
田
中
家
は
、
日
記
を
残
し
た
伊
連
か

ら
周
義
ま
で
、
幾
度
も

「惣
代
」
を
務
め
て
お
り
、
そ
の

「惣
代
」
と
し
て
の
立

場
で
、
伝
奏
と
関
わ

っ
て

い
る
事

が
、　

『
田
中
家
日
記
』
を
通
し
て
う
か
が
え

る
。
祢
宜
と
祝
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
伝
奏
か
ら
の
呼
び
出
し
を
祢
宜

・
祝

の
両

者
が
そ
ろ

っ
て
受
け
て
い
る
事
、
共
に
三
位
に
ま
で
な
る
事
等
か
ら
考
え
る
と
、

下
鴨
社
に
お
い
て
少
な
く
と
も
対
外
的
に
は
祢
宜
と
祝
と
が
並
列
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
様
で
あ

る
。

し

か
し
、

祢
宜

・
祝
の
み
で
な
く
、
伝
奏
交
替
等
に
際
し
て

は
、
惣
代
も
彼
ら
と
ほ
ぼ
同
等
の
役
割
を
果
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
惣
代
が
祢

宜

・
祝
と
並
ぶ
立
場
に
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
次
に

『
田
中
家
日
記
』
及
び
鴨
脚
家
の
日
記
を
手
掛
り

に
、
賀
茂
伝
奏
の
動
向
を
見
て
い
き
た
い
。
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史 窓

表1　 近世賀茂伝奏補任表

名　前

葉室頼業

中御門資熈

葉室頼孝

中御門資熈

葉室頼孝

柳原資行

万里小路雅房

烏丸光雄

甘露寺方長

小倉実起

鷲尾隆尹

日野資茂

清閑寺熈房

万里小路淳房

日野資茂

鳥丸光雄

中御門資熈

清閑寺熈定

葉室頼重

清閑寺熈定

中山篤親

平松時方

就任年月日

承応4年(1655)2月
6日

寛 文8年(1668)6月
10日

(不明)

寛 文11年 く1671)10月
23日

(不明)

延 宝2年(1674)12月
日

延 宝3年(1675)11月

27日

延宝5年(1677)5月
27日

延 宝6年(1678)8月

8日

延 宝8年 く1680)月 日

延宝9年(1681)2月
17日

天和2年(1682)2月
10日

天 和2年(1682)9月
22日

天 和3年(1683)月 日

天和4年(1684)正 月
23日

貞 享2年(1688)5月
18日 力

元禄元年(1688)12月
26日

元禄6年(1693)12月
26日

元禄8年(1695)5月
29日

元禄9年(1696)6月
17日

元 禄11年(.・:)12月

12日

元禄16年(1703)2月
6日

辞任年月日

寛 文8年(1668)5月

23日

寛 文8年(1668)7月

17日

寛 文11年(1671)8月

30日

寛 文12年(1672)8月
19臼

延 宝2年(1674)12月

4日

(不明)

延 宝5年 く1677)5月

27日

延 宝6年(1678)8月
7日

延 宝8年(oil)月 日

(不 明。延 宝9年 ユ2
月22日 解 官、遠流佐

渡嶋〉

天 和2年(1682)2月

10日

天和2年(1682)9月
19日

天和3年(1683)9月
16巳

天和4年(1684)正 月

21日

貞 享2年(1685)5月

15日

元禄元年(1688)12月
26日

元 禄6年(1693)12月

26日 力

元 禄8年(1695)5月

29Et

元禄9年(1696)6月
17日

元 禄11年(1698)12月

12日

元禄16年(1703)2月
3日

宝永元年(1704)4月
24日

就任時官職

権 中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

散位、前
権大納言、正
二位

権大納言、
正三位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位、
民部卿

権大納言、
正二位

権中納言、
従二位

権中納言、
従二位

権大納言、
正二位

権中納言、
正三位

権中納言、
従二位

権大納言、
従二位

権大納言、
正二位

権中納言、
正三位

権中納言、
従三位

権中納言、
正三位

権大納言、
従二位

権中納言、
従二位

辞任時官職

散位、

前権1大納言、
正二位

権中納言、正三位

権中納言、
従三位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権大納言、
正三位

権中納言、正三位

へ言

、

内

立
郎
冖

ゑ

イ
ほ
ワ

中

三
部

権

正

民

権中納言、
従二位

権中納言、
従二位

　
言
　
納、大
位

位
権
二

散
前
正

権中納言、
正三位

権中納言、
従二位

権大納言、
従工位

権大納言、
正二位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権大納言、
従二位

権中納言、
従二位

年齢

41-54

34

～28

37-38

一一31

55～

42-一 一44

31--32

31.33

59-一 一

37～38

33

50～51

32～33

35～36

39～42

54-一 一59

32～34

27～28

35-一 一37

4348

53-一 一54

天皇

後西～
霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元

霊元～
東山

東山

東山

東山

東山

東山

東山
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r下鴨社家日記』にみる賀茂伝奏と下鴨社惣代

名　前

油小路隆真

飛鳥井雅豊

坊城俊清

鷲尾隆長

日野輝光

鷲尾隆長

万里小路尚房

園基香

万里小路尚房

油小路隆典

清閑寺治房

日野資時

坊城俊将

一fir城定種

柳原光綱

広橋兼胤

中山栄親

万里小路植房

瞬 秀定
葉室頼要

姉小路公文

勧修寺顕道

就任年月日

宝永元年(1704)4月
25日

宝永元年(1704)9月
16日

宝 永2年(1705)2月

1日

正 徳3年(1713)5月

12日

享保元年(1716)6月
27日

享保2年(1717)正 月
11日

享保2年(1717)2月
27日

享 保4年(1719>正 月
6日

享保4年(1719)2月
11日

享 保9年(1724)5月
14日

享保U年(172G)3月
18日

享 保14年(1729)10月

21日

享 保18年(1733)5月
7日

元 文2年(1737>8月

18日

元文5年(17苳0>閏7
月t:

寛保 元年(17??>8月
29日

寛f呆3年(1743)3月

10日

延享2年(1745)8月
4日

延 享4年(1747)9月
24日

寛 延2年(1749)11月

12日

寛延3年(1750)正 月
5日

寛 延3年(1750)2月

14日

辞任年月日

宝永元年(1704)9月
15日

宝 永2年(1705)2月

1日

正 徳3年(1713)5月

11日

享保元年(1716)6月
27日

享保2年(1717)正 月
4日

享保2年(1717)2月
27日

享保4年(工719)正 月
5日

享保4年(1719>2月
11R

享 保9年(1724)5月

」.2Q

享保11年(1726)3月
18日

享 保14年(1729)10月
21日

享保18年(1733)5月
7日

元 文2年(1737)8.月

18日

元文5年(1740)閏7
月30日

寛 釜呆元年(ユ741)8月
29日

寛 葱呆3年(1743)3月

9日

延享2年 く1745)8月
4日

延 享4年 く1747)9月

24日

寛 延2年(1749)11月

12日

寛延3年(1750)正 月
5日

寛 延3年 く1750)2月
14日

寛延3年 く1750)4月
24日

就任時官職

権大納言、従
二位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権中納言、
従二位

権大納言、
従二位

権大納言、
従二位

権中納言、
正三位

権中納言、従三位

権中納言、
正三位

権中納言、
従二位、
左衛門督

権中納言、
正三位

権大納言、
正三位

辞任時官職

権大納言、従
二位

権中納言、
正三位

権大納言、
従二位

権大納言、
従二位

権大納言、
従二位

権大納言、
従二位

権中納言、
正三位

権中納言、従
三位

権 大納 言、
従二位

権中納言、
従二位、
左衛門督

権大納言、
従二位

散位、前権大納
言、

従二位

睿霍中糸内言、　　 1　中糸内言、
従三位 　　　正三位

整 轡 歴鑾 言・
　虱

、督

納
位
衛

中
三
兵

権
正
左

　誌

潜

納
位
衛

中
三
兵

権
従
左

へ言

、帥

納
位
権

中
三
宰

権
正
太

　虱納
位
申
三
権
正

年齢

45

41-42

39--47

42--45

4748

46

36--38

29

38°-43

41～43

37～40

40～44

35--39

42～45

30～31

21--29

権申納言、
従二位、
左衛門督

隴 鑾 言・ 【35～37

飜 言・1魏 言・

灣 司 灣 言・

灘炉 腱奮
権中納言、　 権中納言、
正三位　　　正三位

権中納言、
正三位、
左兵衛督

言

、督

納
位
衛

中
三
兵

権
正
左

4143

39--41

35～36

38

34

天皇

東山

東山

東山～
中御門

中御門

中御門

中御門

中御門

中御門

中御門

中御門

中御門

中御門

中御門
～桜町

桜町

桜町

桜町

桜町

桜町～
桃園

桃園

桃園

桃園

桃園
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名　前

葉室頼要

鳥丸光胤

園基衡

葉室頼要

正親町実連

鷲尾隆熈

坊城俊逸

鷲尾隆熈

油小路隆前

日野資枝

櫛笥隆望

正親町公明

橋本実理

櫛笥隆望

広橋伊光

下冷泉為栄

下冷泉為栄

鷲尾隆建

烏丸光祖

鷲尾隆建

日野資矩

就任年月日

寛延3年(1750)4月
24日

宝暦元年(1751)12月
5日

宝暦3年(1753)4月
15日

宝暦4年(1754>11月
19日

宝暦5年(1755)12月
27日

宝暦6年(1756)6月
20日

宝 暦6・ 年(1756)8月

29日

宝暦8年(1758)7月
25日

宝暦9年(ユ759)8月

30日

明和4年(1767)3月
26日

明 和4年(1767)12月

19日

明 和9年 く1712)10月

17日

安 永2年(1773)11月
13日

安 永5年(1776)10月

16日

安永6年(1777>9月
14日

天 明元年(1781)8月
14日

天 明2年(1782>2月
2日

天 明2年(1782)9月
4日

天明2年(1782)U月
24日

天 明3年(1783)10月

12日

寛政元年(1789)正 月
28日

辞任年月旨

宝暦元年(1751)12月
5日

宝暦3年(1753)4月
15日

宝暦4年(1754)11月
19日

宝暦5年(1755)12月
27日

宝 暦6年(1756)6月
20日

宝暦6年(1756)8月
29日

宝 暦8年(1758)7月
24日

宝暦9年(1759)8月
soa

明和4年(1767)3月

26日

明 和4年(1767)12月

19日

明 和9年(1772)10月

17Ef

安永2年(1773)11月
z3日

安永5年(1776)8月
25日

安 永6年(1777)9月
14日

天 明元年(1781)8月
8日

天 明2年(1782)正 月

25日

天 明2年(1782)9月
3日

天 明2年(1782)11月
19日

天 明3年(1783)10月
12日

寛政元年(1789)正 月
28日

寛政2年(1790)正 月
14日

就任時官職

権中納言、
従三位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

ヘ
　
　
　
　
　
へ

言

、督

納
位
門
当

中
三
衛
別

権
正
左
使

権中納言、
正三位

言納
位
中
二
権
従

権中納言、正三位

権中納言、
従二位

権 中納言、
正三位、
左衛門督、

使別 当

権申納言、
従三位

権中納言、
従三位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権大納言、
正二位

権大納言、
正二位

権中納言、
正二位

散位、
前権中納言、
正二位

権中納言、
従二位

権中納言、
従二位

権中納言、従
二位

権中納言、
正二位

辞任時官職

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権中納言、
正三位

権大納言、
正三位

権大納言、
正三位

権中納言、
従二位

権中納言、正三位

権大納言、
従二位

権大納言、
従二位

権中納言、
従三位

権中納言、
従二位

権中納言、
正三位

権中納言、
正二位

権大納言、
正二位

権大納言、
正二位

　
言
　
納、中
位

位
権
二

散
前
正

　
言
　
納丶甲
位

位
権
二

散
前
正

権中納言、
従二位

権中納言、
従二位

権大納言、
正二位

権中納言、
正二位

年齢

36-37

31-一 一33

33-34

44-x41

36-一 一37

44

30～32

4647

sa--ss

31

43--48

29-30

48-一 一51

52～53

33-一 一37

44～45

45

42

3738

43-49

34-一 一35

天皇

桃園

桃園

桃園

桃園

桃園

桃園

桃園

桃園

桃園～後
桜町

後桜町

後桜町

後桃園

後桃園

後桃園

後桃園

後桃園
～光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格
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r下鴨社家日記』にみる賀茂伝奏と下鴨社惣代

名　前

中山忠尹

中山忠尹

坊城俊親

広橋胤定

清閑寺昶定

広橋胤定

正親町実光

柳原均光

正親町実光

滋野井公敬

広橋胤定

鳥丸資董

広橋胤定

甘露寺國長

日野資愛

庭田重能

万里小路建房

鷲尾隆純

就任年月日

寛政2年(1790)正 月
15日

寛政6年(1794)9月
10日

寛政8年(1796>7月
7日

寛政11年(1799)9月

13日

享和2年(1802)8月
13日

享和3年(1803)6月
18日

文化元年(1804)7月
8日

文化2年(1805)正 月
15日

文化2年(1805)9月
17日

文化3年(1806)6月
17日

文 化6年(1809>11月

13日

文化8年(18--)4月
30日

文化9年(1812>7月
13日

文化10年(1813)4月
28日

文 化11年(1814)12月

30日

文 化12年(工815)3月

23日

文 化13年(rsrs)3月

7日

文 政4年(1821)10月

3日

辞任年月B

寛政6年(1794)9月
6日

寛政8年(1796)7月
3日

寛 政11年(1799)9月
13日

享 和2年(1802)8月
13日

享和3年(1803)6月
18日

文化元年(1804)7月
6日

文化2年(1805)正 月
13日

文化2年(1805)9月
16日

文化3年(1806)6月
36Q

文化6年(1809)11月
13日

文化8年(1811)4月
28日

文化9年(1812)7月
10日

文化10年(1813)4月
26日

文化11年(1814)12月
30日

文化12年(1815)3月
23日

文化13年(1816)3月
7日

文政4年(1821)8月

11日

文 政5年(1822)10月

25日

就任時官職　　辞任時官職　　年齢

権中納言、
正二位、
左衛門督、

使別当

権大納言、
正二位

権中納言、従
二位、
按察使

権中納言、
正三位

権大納言、
正二位

権中納言、従
二位、
左衛門督

へ
言

、

納

位
当

中

二
別

霍

り疋
宀元

孝
彳

F

権申納言、
正三位

へ言

、

納
位

当

中

二
別

畠彗
疋
宀元

孝

彳

誤

権中納言、
従三位

権大納言、
正二位、
院執権、
脩道親王家
別当

権中納言、
従二位

へ
言

、

納
位
権

大
二
執

権
正
院

権申納言、
従二位

権 中納言、正
三位、

右衛門督、

使別当

権中納言、
従二位

権中納言、
従三位

権大納言、従
二位

権大納言、
正二位

権大納言、
正二位

権大納言、従
二位

言

、督

納
位
門
当

中
二
衛
別

権
従
左
使

権大納言、
正二位

権大納言、従
二位、
院執権

言

、

納
位
当

中
二
別

権
従
院

権中納言、
正三位

権申納言、従
二位、
院別当、
大歌所別当

権中納言、
従二位

言.円
立
』莓

ゑ

イ
エぞ

大

二
執

権

正
院

権中納言、
従二位

権大納言、
正二位、
院執権

権大納言、
正二位

権中納言、
正三位

権中納言、
従二位

権 中納言、
従二位、

右衛門督、
使別 当

権大納言、
従二位

35～39

39-41

40--43

30--33

41--42

34--35

2829

34

2930

39-42

40-42

4041

43～44

4344

35--36

34-一 一35

37--42

47～48

天皇

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格

光格～
仁孝

仁孝
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史 窓

名　前

万里小路建房

今城定成

清水谷実揖

広橋光成

橋本実久

中山忠能

中山忠能

坊城俊克

甘露寺愛長

正親町実徳

正親町実徳

柳原光愛

六條有容

六條有容

橋本実麗

中院通富

就任年月日

文政5年(1822)10月
25日

文 政8年(1825)11月

18日

文政11年(工826)6月
1日

天保13年(1842)9月
6日

弘化3年(1846)正 月
18日

安政4年(1857)正 月
29日

安政4年(1857)5月
25日

安政5年(1858)9月
10日

安政6年(1859)2月
17日

安政6年(1859)7月
7日

文 久2年(1862)閏8

月17日

(不明)

凌応元年(1865)6月
11日

慶応2年(1866)12月
24日

慶応3年(1867)4月
17日

慶応4年(1868)正 月
17日

辞任年月目

文政8年(1825)11月
16日

文 政11年(..)6月

10日

天保13年(1842)9月
4日

弘化3年(1846)正 月
16日

安 政4年(1857)正 月
28日

安政4年(1857)5月
24日

安 政5年(1858)9月
9日

安 政6年(1859)2月
17日

安 政6年(1859)7月
6日

文 久2年(1862)閏8

月15日

元治元年(1864)8月
9日

慶 応元年(1865)6月
11日

慶 応2年(1866)12月
22日

慶 応3年(1867)4月
17日

慶 応4年(1868)正 月
17日

就任時官職

ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

言

、督

納
位
門
当

中
二
衛
別

権
正
右
使

権中納言、
正三位

権中納言、
従二位

権中納言、
正二位

権中納言、正
二位

権大納言、
正二位

権大納言、
正二位

権中納言、
正二位

権中納言、
正二位

権大納言、
正二位、
大歌所別当

権大納言、
正二位、
大歌所別当

権中納言、
正二位

権中納言、
正二位

権申納言、
従二位

権中納言、
正二位

辞任時官職

権大納言、
正二位、
按察使

権中納言、
正三位

権大納言、
正二位、
大歌所別当

権大納言、
正二位

　

へ

　
言
　
納、大
位

位
権
二

散
前
正

権大納言、
正二位

権大納言、
正二位

権中納言、
正二位

権中納言、
正二位

権大納言、
正二位、
大歌所別当

権大納言、
正二位、
大歌所別当

権中納言、
正二位

権中納言、
正二位

権中納言、
正二位

権大納言、
正二位

年齢

43-r46

52--55

47-61

46-50

57°-68

49.

49-°50

57--58

53

404:9

49-一 一51

～48

52-一 一53

53-54

59-°60

46～

天皇

仁孝

仁孝

仁孝

仁孝

仁孝～
孝明

孝明

孝明

孝明

孝明

孝明

孝明

孝明

孝明

孝明～
明治

明治

明治

〔典拠〕r公 卿補任』より構成。
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r下鴨社家日記』にみる賀茂伝奏と下鴨社惣代

一　

近
世
に
お
け
る
賀
茂
伝
奏
の
概
要

　
先
ず
、
近
世
の
賀
茂
伝
奏
に
関
し
て
、

大
ま
か
に
見
て
お
こ
う
と
思
う
が
、
今

回
は

『
田
中
家
日
記
』
が
残
存
す
る
時
期
を
中
心
に
、
賀
茂
奏
事
始
等
の
神
事
再

興

の
動
き
と
共
に

『
公
卿
補
任
』
に
よ

っ
て
賀
茂
伝
奏
が

恒
常
的

に
確
認
で
き

る
、
霊
元
天
皇
以
降
に
つ
い
て
特
に
見
て
い
き
た
い
。

　
近
世
に
お
い
て
、
賀
茂
両
社
は
伊
勢
神
宮

・
春
日
社
等
と
並
ん
で
、
伝
奏
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

る
家
が
固
定
し
て
い
な
い
。　
『
公
卿
補
任
』
か
ら
賀
茂
伝
奏
を
拾

っ
て
み
て
も
、

多
採
な
顔
ぶ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
霊
元
天
皇
期
以
降
に
賀
茂
伝
奏
に
任
ぜ

ら
れ
て
い
る
の
は
、

一
般
的
に
大
納
言

・
中
納
言
の
公
卿
で
、
在
任
期
間
は

一
年

前
後
が
多

い
。

し
か
し
、　
一
ヶ
月

余

り
、
或

い
は
逆
に
十
年
以
上
の
者
も
み
ら

れ
、
再
任
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
く
、

特
に
賀
茂
伝
奏
補
任
に
関
す
る
慣
習
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

定
ま

っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。　
(
表

1
を
参
照
)

二
　
造

営

遷
宮
関
係

　
両
年
に
お
い
て
賀
茂
伝
奏
の
活
動
が
最
も
著
し
い
の
は
、
延
宝
七
年
の
賀
茂
両

社
遷
宮
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
先
ず
史
料

の
性
格
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
延
宝
七
年

の

「春
光
日
次
三
」
・
「造

営
記
」
は

「春
光
日
次
二
」
と
同
内
容
で
あ
り
、　

「春
光
日
次

二
」
よ
り
の
抄
出

か
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
間

の
記
録
と
し
て
は

「鴨
社
延
宝
造
宮
日

記
」
・
「鴨
社
延
宝
造
宮
遷
宮
日
記
」
・
「春
光
日
次
三
」
・
「造
営
記
」
の
様
に
造
営

遷
宮
関
係

の
記
事
の
み
を
集
め
た
も
の
も
伝
来
す
る
。

　
伝
奏

の
登
場
す
る
部
分
を
見
る
と
、
延
宝
六
年
に
つ
い
て
は
、　
「
田
中
伊
連
日

記
」

の
内
容
は

「春
光
日
次

一
」
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
延
宝
七
年

「鴨
社

延
宝
造
宮
日
記
」
・
「鴨
社
延
宝
造
宮
遷
宮
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い

て
は
全
て

「春
光
日
次
二
」
・
「春
光
日
次
三
」
や

「造
営
記
」
に
も
見
る
事
が
で

き
る
。

従

っ
て
、
伝
奏
と
の
詳
細
な
や
り
と
り
は
、

や
は
り

「春
光
日
次

一
」
.

「春
光
日
次

一ご

に
詳
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(方
　
長
)　
　
　
　
　
(陣
)

　
伝
奏
は

「祝

・
祢
宜
、
伝
そ
か
ん
ろ
寺
様

へ
参
、
神
之
義
被
仰
上
、
柱
立
棟
上

宣
旨
被
下
候
様

二
と
申
被
入
候

ヘ
ハ
」　
(
「鴨
社
延
宝
造
宮
遷

宮

日
記
」

二
月
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(在
庸
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(俊

日
条
)
や

「昼
之
七
つ
勅
使
小
川
坊
城
弁
殿

・
天
そ
看

露

寺
中

納
言

殿

・
唐
橋

　
　
(外
記
)　
(官
　
　
　務
)　
　
　
　
　
　
(内
　
覧
〉

殿

・
げ
き

・
く
わ
ん
む
其
之
外
役
人
な
い
ら
に
御
出
被
成
」　
(
同
目
記
九
月
十
七

日
条
)
と
い
う
様
に
陣
之
義
等
に
関
す
る
連
絡
や
遷
宮
神
事

へ
の
参
列
等

の
際
に

登
場
し
、
朝
廷
と
賀
茂
両
社
と
の
問
を
取
次
ぐ
と
い
う
賀
茂
伝
奏
の
典
型
的
働
き

を
追
う
事
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
下
鴨
社
の
代
表
と
し
て
伝
奏
と
の
渉
外

に
当
た

っ
て
い
る
の
は
祢
宜

・
祝
で
あ
る
。

三
　
検
　
地
　
関
　
係

　
延
宝
検
地
に
関
す
る

一
連

の
経
緯

の
中

で
、　
「
伝
奏
」
が
登
場
す
る
の
は
、

「
田
中
伊
連
日
記
」
の
延
宝
六
年
二
月
十
三
日
条

一
ケ
所
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(京
都
所
司
代
戸
田
忠
昌
)

　
史
料

一　

右
御
検
地
ノ
上
相
談

ノ
上
、
寄
会
仕
居
候

ヘ
ハ
、
越
　

前
　

様

・

　

(京
都
西
町
塞
行
能
勢
頼
宗
)
(中
井
正
知
力
)

　
　
日
　

向
　

殿

・
主
　
　
水
両
三
人
御
け
ん
分

二
御
出
被
成
候
故
、
社
中
残

　
　
　
　
　
　
　
　
(広
庭
斯
祐
)　
(鴨
脚
光
富
)　
　
(伝
奏
烏
丸
光
雄
V

　
　
す
罷
出
候
、
即
志
　
　
摩

・
さ
か
ミ
両
人
て
　
ん
　
そ
様

へ
其
段
申
被
上
候

　

こ
の
様
な
下
鴨
社
の
反
発
が
当
然
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
事

は
、
見

分
に
際
し
、
京
都
に
お
け
る
幕
府
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
所
司
代
や
町
奉
行
が
現

地

へ
赴
く
と
い
う
異
例
と
も
い
え
る
事
態
を
考
え
る
と
想
像
に
難
く
な
い
。

　
所
司
代

・
町
奉
行
が
検
地
の
見
分
を
行

っ
た
事
に
対
し
、
伝
奏
に
訴
え
て
い
る
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窓史

の
は
、
お
そ
ら
く
賀
茂
社
領
が
そ
の
成
立
か
ら
朝
廷
と
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
た

　
　
　
　
　

　

め
と
思
わ
れ
る
。

四
　
女

院
薨

去
関
係

　
延
宝
六
年

の
東
福
門
院
和
子
薨
去

に

関

し
、　

「
田
申
伊
連
日
記
」、　

「春
光
日

次

一
」
共
に
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
の
で
、
概
略
の
み
を
ま
と
め
る
。

　
〇
六
月
十
四
日
　
伝
奏
烏
丸
光
雄
よ
り
、
東
福
門
院
不
例
に
付
、
霊
元
天
皇
よ

　
　
り
御
祈
之
義
が
仰
出
さ
れ
た
と
の
報
が
あ
る
。

　
○
同
十
五
日
　
伝
奏
よ
り
、
東
福
門
院
薨
去
に
付
、
御
祈
之
義
停
止
の
報
。

　
○
同
十
六
日
～
二
十
日
　
伝
奏
よ
り
、
諒
闇
の
た
め
の
倚
廬
之
竹
の
寸
法

・
員

　
　
数
を
問
わ
れ
、
社
中
で
吟
味
す
る
が
不
明
。
伝
奏
か
ら
申
渡
さ
れ
た
寸
法

・

　
　
員
数
で
竹

・
猫
掻

・
ひ
ょ
う
そ
う
か
つ
ら
を
用
意
。
但
し
、
猫
掻
の
用
意
に

　
　

は
手
間
が
か
か
る
旨
を
伝
奏
に
申
し
た
と
こ
ろ
、
猫
掻

・
ひ
ょ
う
そ
う
か
つ

　
　
ら

(
「春
光
日
次

ご

で
は
猫
掻
の
み
)
は
上
賀
茂
社
の
用
意
と

な

っ
た
。

　
加
え
て

「春
光
日
次

一
」
で
は
、
触

穢
諒
闇
に
際
し
て

「月
次
之
神
事
」
等
は

如
何
す
る
か
を
伝
奏
に
尋
ね
た
り

(
六
月

二
十
七
日
条
)
、
伝

奏

か
ら
触
穢
明
け

の
連
絡

(
七
月

二
十
七
日
条
)
を
受
け

た
り
、
諒
闇
中

の
造
営
に
関
す
る
先
例
の

有
無
を
尋
ね
ら
れ
た
り

(
七
月

二
十
七
日

・
八
月
十
九
日
条
等
)
し
て
い
る
。
こ

こ
に
見
ら
れ
る
賀
茂
伝
奏
を
介
し
て
の
朝
廷
と
の
交
渉
も
、
そ
の
典
型
的
働
き
で

あ
る
。

　
両
日
記
の
六
月
十
五
日
条
を
比
較
す

る
と
、　

「春
光
日
次

一
」
は

「今
日
八
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(光
　
雄
)

時
分

二
女
院
御
所
様
崩
御
被
成
候
、
今
晩
伝
　
奏
烏
丸
中
納
言
殿

ヨ
リ
女
院
御
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(停
)

様
蕣
御

二
付
、
御
祈
之
義
亭
止
」
と
伝
奏
よ
り
直
接
知
ら
せ
を
受
け
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、　
「
田
中
伊
連
日
記
」
で
は

「女
院
様
御
か
く
れ
被
成
候
故
、
方
事
事

や
め
申
候
L
と
社
中
に
お
い
て
の
情
報
と
し
て
記
さ
れ
、
両
者
の
立
場
の
違
い
を

知
る
事
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
上
皇

・
女
院
等
崩
御
の
記
事
は
、　
『
田
中
家
日
記
』
中
、
他
に
も
何
ケ

所
か
あ
る
が
、
主
に
祈
疇
や
鳴
物
停
止

の
事
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
の
諒
闇
に
際

し
て
の
倚
廬
之
竹
等
調
達
に
関
す
る
記
載
は
、

管
見

の
限

り
、

こ
こ
だ
け
で
あ

る
。
当
時
、
社
中
で
倚
廬
之
竹
の
寸
法

・
員
数
が
不
明
で
あ

っ
た
事
等
か
ら
、
そ

れ
を
書
き
残
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、　
「
田
中
伊
連
日
記
」
に
関
し
、
そ
の

中
心
を
占
め
て
い
る
内
容
が
造
営
遷
宮
関
係
で
あ
る
事
を
考
え
る
な
ら
ば
、
諒
闇

に
あ
た
り
、
造
営
が
ど
う
な
る
か
と

い
う
流
れ
で
の
記
載
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、　
『
田
中
家
日
記
』
の
中
に
含
ま
れ
る

「売
竹
売
木
勘
定
并
社
内

払
方
覚
帳
」
等
か
ら
、
田
中
家

は
林
家
と
共
に
、
神
殿
守
と
し
て
森
林

・
藪
に
関

す

る
差
配
を
行

っ
て
い
た
事
が
う
か
が
え
る
。
従

っ
て
、
田
中
家
が
倚
鷹
之
竹
を

用
意
す
る
役
に
あ

っ
た
関
係
で
の
記
載
と
考
え
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

五
　
月
次

巻
数

関
係

　

「
月
次
巻
数
」
と
は
月
毎
に
神
前
で
奏
上
し
た
中
臣
祓
の
度
数
を
記
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
性
格
上
、
祝
で
あ
る
鴨
脚
春
光
の
目
記
に
の
み
見
ら
れ
る
。

　
基
本
的
に
は
毎
月
月
末
に
、
禁
裏

(霊
元
天
皇
)
・
新
院

(後
西
上
皇
)
・
本
院

(
明
正
上
皇
)
・
女
院

(
東
福
門
院
、
但
し
薨
去
ま
で
)
と
並

ん
で
、

賀
茂
伝
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

に
も
月
次
巻
数
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
内
、
延
宝
六
年
正
月
十
四
日
に
関
し
て
見
て
み
る
と
、
禁
裏

・
新
院

・
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

院
に
巻
数
が
上
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
伝
奏

へ
も
鳥
目
百
疋
と
巻
数
が
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
際
、
伝
奏

へ
惣
代
と
し
て
参

っ
た
の
が
田
中
伊
連
で
あ

っ
た
。

「
田
中
伊
連
日
記
」
の
中
で
、
賀
茂
伝
奏
に
関
す
る
情
報
と
し
て
で
は
な
く
、
伊
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連
と
伝
奏
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
を
示
す

の
は
、
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
伊
連
は
惣

代
と
し
て
、
巻
数
と
共
に
年
始

の
祝
儀
を
伝
奏
に
進
上
し
て
い
る
が
、
他
の
月
と

異
な
り
、

こ
の
時
の
み
惣
代
が
伝
奏

の
も
と
に
参

っ
て
い
る
の
は
祝
儀
の
進
上
に

関
わ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に
詳
し
く
触
れ
る
。

　
　
　
　

六
　
　位

階

昇

叙

関

係

　
正
月
に
恒
例
の
除
目
が
あ
る
事
か
ら
、

必
然
的
に
加
級
に
関
し
て
は
、
年
末
か

ら
新
年
に
か
け
て
の
事
と
な
る
。

　
例
え
ば
、　

「春
光
日
次
二
」
を
見
て
み
る
。

　
史
料
二
　
延
宝
七
年
十
二
月
十
五
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(方
　
長
)

　
　
今
日
伝

奏
甘
露
寺
中
納
言
殿

へ
参

ル
、
内
々
申
上
候
上
階
之
義
、
御
寄
合

　
　
御
座
候

ハ
・
御
披
露
被
遊
被
下
候
様

ニ
ト
申
参

ル
、
山
田
内
匠
使
被
成
心
得

　
　
候
ト
被
仰
候

　
史
料
三
　
同
十
六
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(秀
安
)

　
　
伝
　
奏
甘
露
寺
中
納
言
殿
御
内
山
田
内
匠
方
汐
、
鴨
脚
修
理
正
四
位
下
被
申

　
　
上
候
、

社
中
別
義
無
之
候

ハ
・
、

右
斗

之
通
書
付
可
上
申
旨
申
来
候
、
社

　
　
務

・
祝
方

へ
之
書
付

二
而
参
ル
、
此
方
♂
返
事
書
付
　
　(書
付
略
)

　
史
料
四
　
同
十
八
日
条

　
　
伝
　
奏
甘
露
寺
中
納
言
殿
御
内
山
田
内
匠
汐
状
参
ル

　
　

(書
状
略
)

　
　
此
状
修
理

へ
見
セ
遣
ス
、
礼

二
被
参
候

　
史
料
五
　
同
十
九
日
条

　
　
修
理
昨
日
礼

二
伝
奏
甘
露
寺
中
納
言
ど
の
へ
為
礼
鳥
目
百
疋
、
御
内
内
匠

へ

　
　
鳥
目
弐
十
疋
遣
候

　
史
料
六
　
同

二
十
八
日
条

　
　
修
理
正
四
位
下
御
勅
許
之
口
宣
、
昨
日
出
申

二
付
、
上
卿

・
職
事
礼

二
被
参

　
　
幌

上
卿
甘
露
寺
暢
納
認
殿
昏

是

撃

嶮
川
坊
響

殿
昏

一手

疋

　
　
進
上

　
こ
れ
ら
の
記
事
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
あ
る
事
に
気
が
付
く
。
二
十
八
日
に
口

宣
が
出
さ
れ
た
事
に
対
し
、
上
卿
と
職
事
に
そ
れ
ぞ
れ
鳥
目
二
十
疋

.
三
十
疋
の

礼
銭
が
進
上
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
礼
銭
額
だ
が
、
上
賀
茂
社
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

関
す
る
諸
記
録
を
抄
録
し
た

『
賀
茂
事
始
雑
事
録
』
に
は
、
位
階
昇
叙
の
口
宣
案

が
出
た
場
合
に
は
、
職
事

へ
三
百
文
、
上
卿

へ
一
一百
文
進
上
と
定
め
た
記
事

(清

令
日
記
延
宝
九
年
十
二
月
二
十
七
日
条
)
が
あ
り
、

こ
こ
で
の
金
額
は
こ
の
記
事

に
ぴ
た
り
と

一
致
す
る
。

　
少
し
長
く
な
る
が
、　
「
春
光
日
次

一
」
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
と
、

　
史
料
七
　
延
宝
六
年
十
二
月
八
日
条

　
　
伝
奢

露
寺
暢
納
詑
臀

社
中
二
位
階
申
人
御
座
候
二
賛

御
尋
蔑

度
事

　
　
御
座
候
間
、
明
日
社
務

・
祝

二
可
参
之
由
ヲ
雜
掌
♂
状
参
候

　
史
料
八
　
同
九
日
条

　
　
伝
奏
甘
露
寺
中
納
言
殿

へ
社
務

・
祝
参
候
得

ハ
、
中
納
言
殿

ハ
御
所
労
気

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(南
火
路
在
長
)　
(宮
川
秀
元
)　
(河
綺
長
実
)⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
位

　
　
而
無
対
面
、
山
田
内
匠
使

二
而
、
公
文

・
宮
　
　
内

・
大
　
膳

.
織

　
　
階
申
上
候
、
別
義
無
之
候

ハ
・
、
手
形
可
仕
由

二
候
、
畏
申
ト
申
候
、　

(以

　
　
下
略
)

史
料
九

同
+
日
条

　
　
昨
日
之
伝
奏

へ
之
書
付
上
申
候

　
　

(書
付
略
)

　
史
料
十
　
同
二
十
日
条
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窓史

　
今
日
伝
奏
甘
露
寺
中
納
言
殿
雑
掌
♂
状
参
ル
、
書
様
之
覚

　
　
内
々
被
申
候
、
在
長

・
秀
元
等
従
四
位
下
、
長
実
従
五
位
下
等
之
事
、
昨

　
　
日

　
　
勅
許
御
座
候
、
右
之
段
可
被
相
伝
候
、
此
等
之
趣
可
申
入
旨
、
中
納
言
殿

　
　
仰
所
候
也
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
十
二
月
廿
日
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

判

　
　
　
　
表
書

二

　
　
梨
木
三
位
様

　
　
鴨
脚
讃
岐
様
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
内
匠

　
如
此
申
来
候
故
留
置
候
、
本
紙

ハ
三
位
所

二
有
リ

　
右
之
趣
、
宮
内
少

・
大
膳

へ
申
渡
候

ヘ
ハ
、
伝
奏
甘
露
寺
中
納
言

へ
礼

二
被

　
参
候
、
大
膳
申
被
来
候
礼

二
金
壱
歩
弐
ッ
三
人
ト
シ
テ
進
上
、
雑
掌

へ
鳥
目

　
三
十
疋
候

史
料
十

一　

同
二
十
七
日
条

　
今
日
伝
奏
甘
露
寺
中
納
言
殿
御
内
山
田
内
匠
助
汐
状
来

ル
、

　
　
先
旨
勅
許
三
人
口
宣
案
相
調
来
候
、
今
明
日
之
内
頂
戴
御
義
可
有
之
様
、

　
　
可
被
相
伝
候
、
為
其
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
十
二
月
廿
七
臼

　
　
表
書

二

　
　
梨
木
三
位
様

　
　
鴨
脚
讃
岐
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
内
匠
助

　
如
此
書
来
候
、
右
之
通
三
人
衆

へ
申
渡
候
、
則
被
参
候
而
、

口
宣
頂
戴
仕
候

　
而
、
職
事

へ
礼

二
鳥
目
百
疋
三
人
ト

シ
テ
持
参
由
、
大
膳
被
参
被
申
候

こ
こ
で
は
職
事

へ
の
礼
と
し
て
、
三
人
で
鳥
目
百
疋
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は

一
人
三
百
文
1ー
三
十
疋
の
計
算
で
九
十
疋
の
と
こ
ろ
を
切
上
げ
た
額
と
考
え
ら

れ
る
。

　
さ
ら
に
、　

「春
光
日
次

一
」
及
び

「春
光
日
次
二
」
の
正
月
を
見
る
と
次
の
よ

う
な
記
事
が
あ
る
。

　
史
料
十
二
　
延
宝
六
年
正
月
十
二
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(南
火
路
在
長
)

　
　
伝
奏
礼
銭
五
百
文
、
公
文

・
宮
　
　
内
遣
之

　
史
料
十
三
　
延
宝
七
年
正
月
十

一
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(南
大
路
在
長
)

　
　
伝
奏

へ
礼
銭
五
十
疋
、
公
文

・
宮
　
　
内

へ
渡
ス

　

こ
れ
も
ま
た

『
賀
茂
事
始
雑
事
録
』
の
位
階
昇
叙
の
勅
許
を
得
た
時
に
は
、
伝

奏

へ
五
百
文
、
奉
行

へ
二
百
文
と
定
め
た
記
事

(
清
令
日
記
延
宝
九
年
十
二
月

二

十
七
日
条
)
に

一
致
す
る
。
こ
の
時
の
礼
銭
が
勅
許
を
得
た
事
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
時
期

・
金
額
の
双
方
か
ら
見
て
、
そ
の
よ
う

な
意
昧
合
い
を
持

つ
も
の
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。

　
賀
茂
奏
事
始
再
興
は
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
、

こ
れ
よ
り

わ
ず
か
数
年
後
で

あ
り
、
こ
の
時
期
に
社
中
寄
合
に
よ

っ
て
規
定
し
た
事
は
、
賀
茂
奏
事
始
再
興
に

当
た

っ
て
の
準
備
と
も
言
え
る
。

つ
ま
り
、
再
興
に
際
し
、
奏
事
始
中
断
中
よ
り

の
慣
例
事
項
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
も
う
少
し
時
代
が
下

っ
た
賀
茂
奏
事
始
再
興
後
で
は
、
賀
茂
奏
事
始
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

関
し
、
普
通
は

「
今
目
賀
茂

奏
事
始
」
の
様
に

一
行
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
事
が

多
い
の
だ
が
、　
「
田
中
兼
頼
日
記
三
」
宝
暦
二
年

(
一
七
五
二
)
正
月
十

一
目
条

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

一
、
壱
貫
四
百
文

　
　
　
　
　
右

ハ
此
度
奏
事
始
兼
重
五
位
加
級
申

上
、

明
日
十
二
日
奏

事
始

二

　
　
　
　
　
付
、
礼
銭
相
定
通
調
之
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同

じ

く

十

二
日
条

。

　
　
一
、
賀
茂
奏
事
始
辰
刻
兼
重
罷
出
鬻

瀚
蒹

館

墓

能

勅
許

　
先
に
確
認
し
た
規
定
に
よ
れ
ば
、
位
階
昇
叙
の
勅
許
を
得
た
際
に
は
伝
奏
五
百

文
、
奉
行

二
百
文
、
及
び
口
宣
案
が
出
た
際
に
職
事

へ
三
百
文
、
上
卿

へ
二
百
文

が
進
上
さ
れ
、

こ
の
合
計
が

一
貫
二
百
文
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
礼
銭
が

一
貫

四
百
文
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
伝
奏
雑
掌

へ
の
鳥
目
二
十
疋
ほ
二
百
文
が
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

　

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
金
額
を
見
る
と
、
他
に
比
べ
て
伝
奏
の
取
分
が
多
く
、
伝
奏
が
上
卿
を
兼

ね
る
場
合
も
あ
り
、
そ
う
な
る
と
伝
奏
の
取
分
は
礼
銭
金
額
の
半
分
を
占
め
る
事

に
な
る
。
そ
れ
は
決
し
て
賀
茂
奏
事
始
再
興
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
い

っ
た
時
の
た
め
に
も
、
朝
廷
と
の
間
を
取

り
持

つ
賀
茂
伝
奏
の
存
在
が
常
日
頃
か

ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
事
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　

七

伝

奏

交

替

関

係

　

『
公
卿
補
任
』
に
ょ
る
と
延
宝
六
年
八
月
七
日
に
鳥
丸
光
雄
が
賀
茂
伝
奏
を
辞

し
、
同
八
日
に
甘
露
寺
方
長
が
賀
茂
伝
奏

と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し

「春
光

日
次

一
」
に
は

　
史
料
十
四
　
延
宝
六
年
八
月
十
日
条

　
　
　
　
　
　
　
(方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
)

　
　
今
日
甘
露
寺
中
納
言
殿

ヨ
リ
伝
奏
御
受
被
成
候
由
申
来
ル
、
則
社
務

・
祝

・

　
　
公
文

・
宮
内
御
礼

二
参

ル
、

一
社
中

ヨ
リ
為
御
祝
義
鳥
目
百
疋
進
上
仕
ル
、

　
　
御
対
面
有
リ

ま
た

「
田
中
伊
連
日
記
」
に
は

史
料
十
五
　
延
宝
六
年
八
月
十
二
日
条

　
　
八
月
十
二
日
ず
勘
良
寺
殿
て
ん
そ
渡
リ
候

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
伝
奏
交
替
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
時
期
と
少
し
比

較
し
て
お
き
た
い
。
伝
奏
交
替
の
記
事
が
う
か
が
え
る

「
田
中
家
日
記
」
は
巻
末

表
2
の
通
り
で
あ
る
。

　
記
載
の
仕
方
は
、
前
任
者
辞
退
記
事
が
あ
り
、
そ
の
後
日
に
後
任
者
決
定
記
事

が
見
ら
れ
る
場
合
と
、
そ
れ
ら
が
同
日
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
基

本
的
に
大
き
な
変
化
は
無
い
。
例
え
ば
、　

「
田
中
頼
郷
日
記
四
」
か
ら
天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
二
月
の
伝
奏
交
替
を
見
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
天
明
二
年
正
月

二
十
六
日
条

　
　
　
　
　
　
　
(為
　
栄
)

　
　
伝
　
奏
冷
泉
中
納
言
殿
御
辞
退
被
仰
出
候
旨

二
而
、
左
之
通
相
触
来
也

　
　
　
　
　
口
状

　
　
　
当
社
伝
　
奏
冷
泉
前
中
納
言
殿
御
辞
退
、
右
御
替
之
義
者
追
而
可
被
仰
出

　
　
　
旨
、
御
奉
行
被
仰
渡
候

二
付
、
御
知
ら
せ
申
入
候
也

　
　
　
　
正
月

二
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
者

　
　
　
　
　
　
　
社
司
中

　
　
　
　
　
　
　
氏
人
中

　
同
二
月
二
日
条

　
　
伝
奏
如
元
冷
泉
前
新
中
納
言
殿

へ
被
仰
出
候
旨
、
触
来
也

　
　
　
　
　
口
状

　
　
　
当
社
伝
奏
如
元
冷
泉
前
中
納
言
殿

へ
被
　
仰
出
候
旨
、
従
御
奉
行
被
仰
渡

　
　
　
候

ユ
付
、
為
御
知
ら
せ
申
入
候
、
以
上

　
　
　
　
二
月

二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
者

　
　
　
　
　
　
　
社
司
中

　
　
　
　
　
　
　
氏
人
中

　
正
月
二
十
六
日
に
賀
茂
伝
奏
辞
任
の
知
ら
せ
が
届
き
、
次
い
で
二
月
二
日
、

こ
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窓史

の
時
は
伝
奏
を
辞
退
し
た
下
冷
泉
為
栄
の
再
任
と
な

っ
て
い
る
。

　
ま
た
、　
「
田
中
頼
郷
日
記
七
」
天
明
三
年
の
伝
奏
交
替
で
は

　
天
明
三
年
十
月
十
三
日
条

　
　
　
　
　
　
(光
　
禎
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(隆
　
建
)

　
　
伝
奏
烏
丸
中
納
言
殿
昨
夜
御
辞
退
、
御
替
鷲
尾
中
納
言
殿

へ
被
仰
出
候
段
、

　
　
　
　
　
(俊
　
親
)

　
　
御
奉
行
坊
城
弁
殿
よ
り
被
仰
渡
旨
、
相
触
来
也

と
の
み
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
先
ず
天
明
二
年
二
月
の
場
合
で
は
口
状
が
写
さ
れ
て

い
る
点
、
さ
ら
に
伝
奏
交
替
の
報
は
天
明

二

二
二
年
共
通
し
て
賀
茂
奉
行
に
ょ

っ

て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

口
状
に
関
し
、
天
明
二
年
二
月
の
様
に
口
状
が
写
さ
れ
て
い
る
例

(辞
任

・
就

任
の
ど
ち
ら
か

一
方
の
み
の
場
合
も
含
む
)
は
五
例
あ
る
。
各

口
状
に
形
式

・
内

容
等

の
違

い
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
差
出
に
つ
い
て
は

「
役
者
」
と

「両
職
」
の
二

通
り
が
見
ら
れ
る
が
、　

「役
者
」
は
下
鴨
社
及
び
摂
社

・
末
社

の
祢
宜

・
祝
を
指

す
の
で
、
こ
の
場
合
下
鴨
社
祢
宜

・
祝
の
事
で
あ
り
、
ま
た

「
両
職
」
は
下
鴨
社

祢
宜

・
祝
を
ま
と
め
て
指
す
た
め
、
両
者

に
違

い
は
な
く
、
全
て
の
ケ
ー
ス
に
お

い
て
、
伝
奏
交
替
に
関
す
る
口
状
の
発
給

主
体
者
は
祢
宜

・
祝
で
あ
る
と
い
う
事

が
で
き
る
。

　
賀
茂
奉
行
が
伝
奏
交
替
の
知
ら
せ
を
行

っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
達

ル
ー
ト
を
追

っ
て
み
た
い
。

　
通
常
で
あ
れ
ば

　
　
朝
廷
↓
伝
奏
↓
祢
宜

・
祝
↓
社
司

・
氏
人

と
い
う
伝
達
が
な
さ
れ
て
お
り
、
造
営
遷
宮

・
女
院
薨
去

・
位
階
昇
叙
等
は
全
て

こ
の
流
れ
で
あ
る
。

一
方
、
伝
奏
交
替
の
報
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
次
の
通
り

に
伝
達
さ
れ
て
い
る
事
に
な
る
。

　
　
朝
廷
↓
奉
行
↓
祢
宜

・
祝
↓
社
司

・
氏
人

　
と
こ
ろ
が
、　
「
田
中
頼
郷
日
記
四
」
に
次
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
。

　
天
明
二
年
十

一
月
二
十
四
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(文
　
　
　
房
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(頼
郷
)

　
　
申
之
刻
過
御
奉
行
万
里
小
路
弁
殿
よ
り
惣
代
依
召
予
罷
越
之
処
、
伝
　
奏
鷲

　
　
　
(隆
　
建
)　
　
　
　
　
　

(光
　
祖
)

　
　
尾
中
納
言
殿
御
替
烏
丸
中
納
言
殿
江
被
仰
出
候
旨
、
被
申
渡

ユ
付
、
畏
退
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(泉
亭
)

　
　
県
之
上
、
御
祝
為
祢
宜
俊
春
卿
令
同
道
烏
丸
中
納
言
亭

へ
参
、　

(以
下
略
)

「奉
行
↓
祢
宜

・
祝
」
の
部
分
に
対
し
、　

「奉
行
↓
惣
代
」
と
い
う
流
れ
が
明
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
口
状
の
差
出
で
は

「
奉
行
↓
祢
宜

・
祝
」
と

あ
る
が
、
実
質
的
に
は

「奉
行
↓
惣
代
↓
祢
宜

・
祝
」
或
い
は

「
奉
行
↓
惣
代

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

祢
宜

・
祝
」
の
よ
う
な
伝
達
ル
ー
ト
も
想
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
伝
奏
交
替
に
際
し
て
の
惣
代
の
活
動
と
し
て
は
、
新
伝
奏
宅

へ
就
任
の

御
祝
に
参
上
し
て
い
る
例
が
三
例
見
ら
れ
る
。

　

「
田
中
頼
郷
日
記
十
八
」
寛
政
元
年

(
一
七
八
九
)
伝
奏
交
替
時
の
該
当
部
分

を
採
り
上
げ
て
み
る
と

　
寛
政
元
年
四
月
二
十
八
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(梨
木
)　
　
　
　
　
(南
大
路
)　
　
　

(資
　
矩
)

　
　
右
伝
奏
御
替
悦
、
祢
宜
祐
喜
卿

・
惣
代
長
篤
、
日
野
中
納
言
亭

へ
参
上
、
取

　
　
次
を
以
御
悦
申
上
、
如
例
青
銅
百
疋
進
上
也

と
あ
る
。
例
の
如
く
と
あ
る
よ
う
に
、
伝
奏
就
任
の
御
祝
に
は
青
銅
百
疋
献
上
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

慣
例
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
御
祝
に
参
上
す
る
人
物
は
、

こ
こ
で
は
祢
宜
と
惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(鴨
脚
)　
　
　
　
　
(頼
郷
)

で
あ
る
が
、　
「
田
中
頼
郷
日
記
七
」
で
は

「
祝
秀
長
卿

・
惣
代
予
罷
越
也
」
と
あ

る
の
で
、
祢
宜
又
は
祝
と
惣
代
と
い
う
組
合
わ
せ
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

伝
奏
交
替
に
限

っ
た
事
で
は
な
く
、
賀
茂
奉
行

の
交
替
で
も
同
様
で
あ
る
。

　
先
の
伝
達
過
程
で
は
、
実
質
上
の
伝
達

は
惣
代
が
行

っ
て
い
よ
う
と
も
、
形
式

上
は
あ
く
ま
で
も
祢
宜

・
祝
が
下
鴨
社

の
代
表
と
し
て
賀
茂
奉
行
か
ら
の
報
告
を
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『下鴨社家日記』にみる賀茂伝奏と下鴨社惣代

受
け
、
社
司

・
氏
人
に
公
布
し
て
い
る
。

こ
の
惣
代
と
祢
宜

・
祝
の
関
係
は
、
朝

廷
に
お
け
る
蔵
人
と
上
卿
の
関
係
に
も
た
と
え
る
事
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
新
任
伝
奏

へ
の
祝
儀
進
上
に
当
た

っ
て
は
、
惣
代
は
事
実
上
、

神
社
の
代
表
と
し
て
祢
宜

・
祝
と
並
ぶ
行
動
を
と

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
先
に
、

惣
代
と
し
て
田
中
伊
連
が
、
正
月
に
巻
数

と
祝
儀
を
伝
奏
に
進
上
す
る
と
い
う
内

容
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
祝
儀
を
進
上
す
る
様
な
場
合
に

お
い
て
は
、
惣
代
も
祢
宜
や
祝
と
同
様
の
働
き
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
即
断
は
許
さ
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
賀
茂
伝
奏

へ
の
祝
儀
進
上
等
金
銭
に
関

す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、

惣
代
は
単
に
氏
人
の
代
表
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、

祢

宜

・
祝
と
並
立
す
る
下
鴨
社
代
表
と
し
て
、
そ
の
権
限

・
責
任
を
同
等
に
有
す
る

立
場
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
　
わ
　
り
　

に

　
以
上
、
延
宝
六

・
七
年
の

『
田
中
家
日
記
』
を
中
心
に
、
祝
家
の
日
記
と
比
較

し
な
が
ら
、
賀
茂
伝
奏
と
下
鴨
社
と
の
関
わ
り
を
取
り
上
げ
て
み
た
。

　
伝
奏
交
替
の
際
に
は
、

そ
の
情
報
の
伝
達
過
程
が

確
認
で
き
、

ま
た
そ
こ
に

は
、
下
鴨
社
の
代
表
と
し
て
祢
宜

・
祝
と
並
立
す
る
よ
う
な

「惣
代
」
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
。
田
中
家
が
賀
茂
伝
奏
と
直

接
関
わ
る
の
は
、
こ
の
氏
人
の
代
表
、

惣
代
と
し
て
で
あ
る
。

　

「惣
代
」
は
常
に
祢
宜

・
祝
と
並
び
立

つ
訳
で
は
な
く
、
祢
宜

・
祝
の
み
が
伝

奏
と
の
渉
外
に
あ
た
る
場
合
と
そ
こ
に
惣
代
が
加
わ

っ
て
渉
外
に
あ
た
る
場
合
と

が
見
ら
れ
る
。

　
祢
宜

・
祝
の
み
が
渉
外
に
あ
た
る
の
は
、
遷
宮
等

の
神
事
に
お
い
て
賀
茂
伝
奏

が
朝
廷
を
代
表
す
る
様
な
、
公
的
な
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

一
方
、
惣
代
が
祢
宜

・
祝
と
並
ん
で
渉
外
に
あ
た
る
の
は
、
公
的
で
は
な
く
、

比
較
的
伝
奏
個
人
に
対
す
る
様
な
場
合
、
特
に
祝
儀
進
上
等
の
金
銭
的
事
柄

に
関

わ
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
こ
の
事
は
、
そ
の
様
な
祝
儀
支
出
を
惣
代
が
担

っ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
場
に
お
い
て
、
惣
代
は
祢
宜

・

祝
と
肩
を
並
べ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
惣
代
が
祝
儀
金
銭
等
を
あ

る
程
度
負

担
す
る
立
場
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
惣
代
を
務
め
る
家

は
そ
の
負
担
を
果
す
事

が
で
き
る
家
に
限
ら
れ
、
田
中
家
歴
代
が
惣
代
を
務
め
て
い
る
事
と
同
家

の
富
裕

と
が
関
係
し
て
い
る
点
を
指
摘
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

註①

詳

し
く
は
、

「京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵

『
下
鴨
社
家

日
記
』

(
田
中
家

日
記
)

　

に

つ
い
て
」
　
(
『
史
窓
』
第

五
五
号

・
京
都
女
子
大
学
史
学
会
)
参
照
。

②

京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版

『鴨
脚

正
彦
家
文
書
』
所
収
。

③

「京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書

一
」

十

一
条

(
『京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』

上
巻

・

　

清
文
堂

出
版

・
一
九
七
三
年
)
。

④

『賀
茂
奏
事
始
之
記
』

(
所
功

「
『賀
茂
奏
事
始
』

の
基
礎

的

研

究
」
史
料

翻
刻

・

　

『
京
都
産
業
大
学

日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
2
号
)
中
に
は
、

　

　

一
、
賀
茂
下
上
伝
奏

者
、
中
納
言
之
上
首
、
但
撰
其
器
可
被
任
事
。
同
奉
行
者

、
職

　

　

事
之
内

ニ
テ
可
被
勤
之
事
。
但
、
故
障
之
筋
於
有
之
者
、
即

日
可
有
辞
退
事
。

　

と
あ
る
。
し
か
し

『公
卿
補
任
』

で
見
る
限

り
、
　
「
中
納
言
之
上
首
」
は
厳
密

に
守

ら

　

れ
て

い
る
訳

で
は
な

い
。
就
任
期
間
が
極

め
て
短

い
者
に

つ
い
て
は
、　

「
故
障
之
筋
於

　

有
之
者

、
即

目
可
有
辞
退
事
」
と
あ
る
通
り
、
神
社
神
事

に
関
す

る
に
は
支

障
の
あ

る

　

身
と
な

っ
た
場
合

に
は
、
即
辞
退
と
な
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

⑤

そ

の
経
過

は

『
小
右
記
』
寛
仁
元
年

(
一
〇

一
七
)
十
二
月

一
日
条

に
詳
し

い
。

⑥

例
外
と
し
て
は
、
正
月
は
延
宝

六
年
に
は
十
四
日
、
延
宝
七
年

に
は
十

二
日
に
巻
数

　

が
上
げ

ら
れ

て
い
る
の
で
、
月
末

に
月
次
巻
数

は
上
げ
ら
れ
て

い
な
い
。
ま
た
東
福

門

　

院
薨
去

に
よ
る
諒
闇

に
際
し
て
は
、
禁
裏
以
下
に
月
次
巻
数
を
上
げ

る
の
も
止
め
て
い

　

る
。
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窓史

⑦

「
田
中
伊
連

日
記
」
で
は

「銭
壱
貫
」

の
表
記
。

⑧

国
学
院
大
学
所
蔵

『
賀
茂
別
雷
神
社
座
田
家
文
書
』

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
版

(
雄
松

　

堂
書
店

・
一
九

八
五
年

)
リ
ー
ル
ニ
ー
〇

二
九
。

⑨

河
崎
長
実

は
、
古
舘

三
徳
氏
旧
蔵
文
霽

『
鴨
県
主
系
譜
』

(
京
都
市
歴
史
資
料
館
所

　

蔵
)
で
は

「長
嘉
」
と
あ
る
。

こ
の
当
時
、
河
崎
長
起

の
養

子
と

な

っ
て

い
る
が
、
実

　

父
は
田
中
伊
連
。
後
に
田
中
家

に
も
ど
り
、
兼
頼
と
改
名
。
そ
の
日
記
は

「
田
中
兼
頼

　

日
記

一
～

八
」

の
八
冊
が
残

る
。

⑩

「
田
申
兼
頼

日
記
六
」
宝
暦

五
年

(
一
七
五
五
)
正
月
十
二
日
条
等
。

⑪

賀
茂
伝
奏
雑
掌

へ
の
礼
銭
と
し

て
鳥

目
二
十
疋
が
進
上
さ
れ
て
い
る
例
は

「春
光
日

　
次

二
」
延
宝
七
年
十

二
月
十
九

日
条

(
史
料

五
)
等

に
見
ら
れ

る
。

⑫

伝
奏
交
替
以
外

に
も
奉
行

か
ら

の
伝
達
例

は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

「
田
中
兼
頼
日

　
記

五
」
宝
暦

四
年

(
】
七
五
四
)
十
月
二
日
条
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
(資
　
枝
)

　
　

一
、
昨

日
御
奉
行
日
野
弁
殿

へ
惣
代
被

召
、
享
保
元
年
以
来
官
位
昇
進
之
年
月

日
書

　
　
　
付
可
差
出
旨

二
付

、
社
中

口
　
宣
案
享
保
元
以
来
之
分

、
銘

々
書
写
可
差
出
旨
相

　
　
　
触
之
、
手
前

6
も

六
通
書
写
遣
之

⑬

史
料
十

四
の
場
合
は
鳥
目
百
疋

で
あ

っ
た
。
ま
た

『賀
茂
事
始
雑
事
録
』

(
註
⑧
)

　

に
よ
る
と
、
伝
奏
就
任

の
御
祝

に
は

「白
銀
壱
枚
」　
(
安
永

五
年

・
一
七
七
六
　
八
月

　

二
十
五
日
条
)

で
あ
り
、
奉
行
交
替

の
際

に

「
青
銅
百
疋
」
　
(
同
十

一
月
十
八
日
条
)

　

で
あ

る
。

⑭

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

「
田
中
頼

郷
日
記

二
」
安
永

九
年
三
月

二
十

　

日
条

　
　
　
　

　
　
　
　
(伊
　
光
)　
　
　
　
　

(頼
　
熈
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(文
　
　
房
)

　
　

一
、
伝
奏
広
橋
大
納
言
殿
汐
、
葉
室
右
中
弁
殿
依
御
所
労
御
辞
退
、
御
替
万
里
小
路

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

(鴨
脚
)　
　
　
　
(南
大
路
)

　
　
　
　
弁
殿
被
仰
出
候
旨
申
来

二
付
、
即
刻
祝
秀

長
卿

・
惣
代
長
将

、
右
為
此
祝
万
里

　
　
　
小
路
殿
亭

へ
令
参
候
也
、
伝
奏
惣
代
計
右
之
様
相
届

表2　 「田中家日記」にみる伝奏交代記事

文　 書　名

田中イ尹連 日言己

潤中頼郷日記四

田中頼榔日記四

田中頼郷日記四

田中頼郷日記七

田申頼郷日記十八

田中周昭日記二十九

田中周昭日記三十六

田中周義日記十

田中周昭日記六十三

田中周義日記十八

田中周　 R記 二十二

田中周義日記二十三

田中周義日記二十七

記 載 箇 所

同8.12条

同 正.26、2。2条

同9.3、9。4条

同11.19、11.24条

同10。13条

同正.28条

同9.7条

同 正.17、 正.19条

同2.1条

同2.18条

同閏8.18条

同8.　 8、 　8.　 10条

同6.12条

同4.17条

 

奏伝茂賀

鳥丸　光雄　→　甘露寺方長

下冷泉為栄　一〉 下冷泉為栄

下冷泉為栄　→　鷲尾　隆建

鷲尾　隆建　→　烏丸　光祖

烏丸　光祖　→　鷲尾　隆建

鷲尾　隆建　→　 日野　資矩

清水谷実揖　→　広橋　光成

広橋　光成　→　橋本　実久

橋本　実久　→　中山　忠能

申山　忠能　→　坊城　俊克

正親町実徳　→　正親町実徳

正親町実徳　→　柳原　光愛

柳原　光愛　→　六條 有容

六條　有容　→　橋本　実麗

交 代 年 月　日

延 宝6(1678)8.7

天 明2(1782>2.2

天 明2(1782)9.4

天 明2(1782)11.24

天 明3(1783)10.12

寛政1(1789)正.28

ヲξ保13(1842)9●6

弘化3(1846)正.18

安政4(1857)正.29

安 政6(1859)2.17

文久2(1862)閏8.17

元 治7(1864)8.9カ

慶 応1(1865)6.11

慶 応3(1QC　 1>4.17

〔典拠〕京都女子大学図書館所蔵 『下鴨社家 日記』より構成。尚,文 書名はr下 鴨社家日記』 目録(r史

　　　 窓』第五五号所収)に 準ずる。
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r下鴨社家揖記』にみる賀茂伝奏と下鴉社惣代

衰3　 社家日記にみる伝奏関連記事

造営遷宮関係

検地関係

女院薨去関係

月次巻数関係

位階昇叙関係

伝奏交替関係

田中伊連日記

(延宝六年)

正.26・28、

延 宝7.正.

14条

2.13条(=

史 料 一)

6.17・Z8

・20条

正.14粂

鴨社延宝造

宮日記

(延宝七年〉

正.27、2。

5、4.28条

8ユ2条(e

史 料+五)I　 　 　 　 　 l

鴨社延宝造

宮遷宮日記

く延宝七年)

正.27、2.

5,4.28,

9.17条

春光日次一註

(延宝六年)

正.26・28

・30
,　3.22

～26
、　5.24

・28～30
、

8.18--21,

9.1924,

10.2　 ・4

.6　 g.

15・16条

6.1421

27,　 7.27,

8.19条

正.14、6.

27,　 7.27,

2～5・8

～12月 晦 日

条

正 ユ2(=史

料 十 二)、

12,8～10●

20・27条

(=史 料 七

一十 一)

8.10条(e

史料 十四)

春光日次二註

(延宝七年)

正.13級5・

17・20・

27,2.3

5　 　 12

13、 　4.24～

27,5.2

9・10,6.

14　 21

26,　 7.24

26,8.1

5　 　 24・

25、9。1～

4・10.19

・21.22・

26・30条

正 ユ2、2～

12月 晦 日条

正 ユ1(=史

料 十 三)、

12.15・16

・18.19-

28条(=史

料 二 ～六)

春光目次三

(延宝七年)

正.13・14

・20
,5.2

・27
,　6.14

・21
,8.

5,9.3

4・10.17

・19.21

22.26・

30、10.4条

造営記

(延宝七年)

正.13・14

・20・25
,

5.2条

〔典拠〕r下 鴨社家日記』:田 中伊連日記 ・鴨社延宝造宮 日記 ・鴨社延宝造宮遷宮日記

　　　　 r鴨脚正彦家文書』:春 光 日次一～三 ・造営記(京 都市歴史資料館紙焼番号D-34～37に 当たる)

註:春 光 日次　　"'),rついては,こ の表にあげた以外にも賀茂伝奏に関する内容の記事が数ヵ所みられる。

poi


